
独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則の
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柴田町長 滝 口   茂 

 

柴田町規則第１２号 

 

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規

則の一部を改正する規則 

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則

（令和２年柴田町規則第１６号）の一部を次のように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、独立行政法人日本スポー

ツ振興センター法（平成１４年法律第１６２

号。以下「法」という。）第１７条第４項（法

附則第８条第２項において準用する場合を

含む。）の規定に基づき、柴田町が設置する

小学校、中学校及び保育所（児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に

規定する保育所をいう。以下同じ。）（以下

「学校等」という。）児童及び生徒（以下「児

童生徒等」という。）の保護者（法第１５条

第１項第７号に規定する保護者をいう。以下

同じ。）から徴収する額（以下「保護者負担

金」という。）の決定及びその徴収に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（保護者負担金の額） 

第３条 保護者負担金の額は、児童生徒等１人

当たり、次の各号に掲げる学校等の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 

（１） 小学校及び中学校 ４６０円（生活

保護法（昭和２５年法律第１４４号）によ

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、独立行政法人日本スポー

ツ振興センター法（平成１４年法律第１６２

号。以下「法」という。）第１７条第４項の

規定により、柴田町が設置する学校等（以下

「学校等」）の児童、生徒又は幼児（以下「児

童生徒等」という。）の保護者（法第１５条

第１項第７号に規定する保護者をいう。以下

同じ。）から徴収する額（以下「保護者負担

金」という。）の決定及びその徴収に関し、

法及び独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター法施行令（平成１５年政令第３６９号）

に定めがあるものを除くほか、必要な事項を

定めるものとする。 

 

 

（保護者負担金の額） 

第３条 保護者負担金の額は、各年度につき、

児童生徒等１人当たり、次の各号に掲げる学

校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額とする。 

（１）  小学校 ４６０円 

 



る保護を受けている世帯に属する者にあ

っては、２０円） 

 

（２） 保育所 ２４０円（生活保護法によ

る保護を受けている世帯に属する者にあ

っては、２７円） 

 

（保護者負担金の免除） 

第４条 保護者が、次の各号のいずれかに該当

するときは、経済的理由により保護者負担金

を免除することができる。 

（１） 生活保護法第６条第２項に規定する

要保護者 

 （２） 前号に掲げる者に準ずる程度に困窮

していると認める者 

 

 

（２） 中学校 ４６０円 

（３） 保育所 ２４０円 

 

 

 

（保護者負担金の免除） 

第４条 保護者が、次の各号のいずれかに該当

するときは、経済的理由により保護者負担金

を免除することができる。 

 （１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４

４号）第６条第２項に規定する要保護者 

 （２） 生活保護法第６条第２項に規定する

要保護者に準ずる程度に困窮していると認

める者 

  

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター災

害共済給付に係る保護者負担に関する規則の規定は、令和６年４月１日から適用する。 


